
○関係機関や都民の方に対し、ダム放流に関する情報を確実に伝達

・令和７年度は、まとまった降雨がほぼみられず、余水吐放流は行わなかった。
・小河内ダムからの余水吐放流に際しては、ダム操作規程に基づく関係機関への通知に加え、一般の方が多摩川に近づかない
よう、事前にプレス発表等を行い、幅広く呼び掛けている。
・より広範囲にダムの放流に関する情報を発信するため、水道局ホームページ及び水道局エックスへ情報を掲載するとともに、
その旨を減災協議会関係者宛てにメールで情報提供している。

▲ 水道局HP（放流ｻｲﾚﾝの周知） ▲ 水道局HP（余水吐放流のプレス発表）

▲ 水道局Ｘ（余水吐放流情報）

▲ 減災協議会関係者宛てメール

防災施設の機能に関する情報共有及びダム放流情報の活用 水道局


